
 

 

 

 

 
                

 
               

 

 

 
      

 

 

2 月 25 日と 28 日の一般質問で、市民まつりの事務局を辞退するという商工会の意思を受けて市が 1 月中旬

に決めたという「今年 2024 年 10 月の市民まつり中止」方針について、庁内で幅広い意見交換がなく、関係市民

や参加団体の意向も確認しないまま政策意思を決定した過程に問題があると指摘しました。また、ただちに市民

に知らせ協議するとともに、あらためて市民まつり開催の目的と意義を見直したうえで再構築する良い機会にす

べきと主張しました。日曜議会の質疑は上記写真の QR コードからも視聴できますのでご高覧ください。 

 

２０２４（令和６）年度 第１回定例会 特集号 vol．１０７ 
〇第 1 回定例会 開会：白井市長の施政方針に対する質疑と一般会計予算への懸念 
〇衝撃！東京地裁の判決は専決処分「違法」で条例改正も無効！（2 月 22 日） 
〇村山ひでき一般質問：どうなる？どうする？市民まつり（2 月 25 日＆28 日） 
〇地域の防災ボランティア『消防団員』募集中！お問合せは小金井市地域安全課まで 

2024 年 2 月 29 日 

2 月 20 日より第 1 回定例会が開会しました。白井市長の施政

方針に対し、村山ひできは①地域コミュニティの振興のために市

職員が地域に出ていく工夫、②都施行の優先整備 2 路線、③町

会・自治会の加入率向上策として集合住宅みなし自治会と電子

回覧板の導入補助、の 3 点を質疑しました。特に②について、市

長として事業化に反対する考えが変わってないならば、市が独自

に必要性をこれから検証しようとする目的を確認しました。 

また、22 日に、市立保育園２園を段階的に廃止する条例改正

を市議会の議決を経ずに専決処分で決めたのは違法だとして、

廃止対象の園に入園を希望する子供の母親が市に入園不許可

処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が東京地裁であり、専

決処分が「違法」で条例改正も無効、入園不許可処分を取り消し

との判断が示されました。現時点で市は「今後の対応を検討中」

としていますが、予断を許さない緊迫した状況となっています。 

「３つの報告に８個のココだけの話」と題して市政
報告会を開催。土曜日の昼下がりにご来場いただ
きました皆様に感謝申し上げます。（2 月 17 日） 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                              
  村山ひできプロフィール          ≪主な地域活動≫ 

●1971 年 新潟県南魚沼郡湯沢町生まれ   小金井阿波おどり振興協議会 専務理事 
●1990 年 新潟県立長岡高等学校 卒業   小金井薪能 理事・警備委員長 
●1995 年 明治大学政治経済学部 卒業   小金井市献血推進協議会 事務局長 
～衆議院議員（岩國哲人・城島正光）秘書   小金井市ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 事務局長 
●2005 年 小金井市議会議員選挙に初当選       子ども達を薬害から守る実行委員会 事務局 
●2013 年 落選              名勝 小金井桜の会 会員 
～㈱ジェイコム東京に入社           明治大学校友会小金井地域支部 幹事 
●2016 年 復帰を決意し㈱ジェイコムを退職 小金井青年会議所シニアクラブ 会員 
●2017 年 再び小金井市議会へ          はけの自然を大切にする会 会員 

民進党の解党とともに無所属に  東京小金井ロータリークラブ 会員 

 ●2021 年 再選し現在 4 期目           小金井明るい社会づくりの会 常任理事 

 

村山ひでき事務所 
〒１８４－０００４ 
小金井市本町 6‐13‐17 
ｻﾝﾗｲｽﾞ武蔵小金井 702 
TEL  042-386-5543 
FAX  042-386-5560 
携帯  090-3428-2715 
 
E メール 
hideki@murayama.tv 
WEB サイト 
http://www.murayama.tv 
Twitter 
@Murayama_Hideki 
Facebook 
https://www.facebook.co
m/hideki.murayama.52 

 
消防団は消防署と同じ消防機関です。消防署は、消防職員が組織する常備の消防機関ですが、消防団

は、平素は生業を持っている住民が組織する非常備の消防機関です。消防団員は、会社員や自営業者・

学生など、本来の仕事や学業をしながら、地域の防災ボランティアとして活動を行っています。 

 なお、現在、小金井市消防団では、欠員が生じており、地域の防災リーダーとなりうる消防団員を募

集しております。ぜひ、皆さんの力を地域の防災力向上のために、お役立て下さい。 
 

消防団員の入団資格 

年齢 18 歳以上の方で、小金井市内に居住、勤務または在学している方（学生・会社員の方でも OK） 
 

入団を希望する方は、小金井市地域安全課防災消防係 電話：042-387-9807 

メールアドレス：s020299＠koganei-shi.jp までご連絡下さい 


